
経審改正
2021.4.1
建築士会CPD（継続教育数値）
が加点対象へ

建築士会CPDの取得単位数が
総合評価落札方式に加え
経審の加点対象になりました

Don't miss it !
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建築士会CPDについて

多くの建築・土木の業界団体で、建設技術者の能力維持向上を図るためCPD（継続教育）をしてお
ります。CPD登録した技術者は認定されたCPDプログラムを受講する事によりCPD単位を取得する事がで
きます。
建築士会CPDは建築系最大級のCPDシステムであり、官公庁の総合評価落札方式等に採用され、
尚且つ多くの認定プログラム共に申請により企業独自の研修をCPDプログラムとして認定する事もできます。

令和3年4月1日
経審（経営事項審査）の審査基準の改正
改正建設業法において、建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び

技術又は技能の向上に努めなければならないこととされた。

これを踏まえ、経審の審査項目「社会性等（W）」に、「知識及び技術又は技能の向上に関する（W10）」

が追加され、CPD（継続教育）取得単位数が採用されました。

技術者一人当たりの年間取得CPD単位数が評価され、最大10点の加点となります。
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大阪府建築士会では企業向CPD制度を設けております

（公社）大阪府建築士会にご相談ください


